
 

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453千円を追加し、歳入
　歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,121千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

平成27年度　安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計
補正予算（第２号）

－1－

　平成27年度安曇野市の同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
（第２号）は、次に定めるところによる。



第 １表　歳入歳出予算補正

(単位 千円)

− 2 −

款 項 補正前の額 補　正　額 計

歳　入

  3 諸収入 510 453 963

  1 貸付金元利収入 510 453 963

歳   入   合   計 668 453 1,121

158 0 158補 正 に 係 ら な い  款 ・ 項



(単位 千円)

− 3 −

款 項 補正前の額 補　正　額 計

歳　出

  2 諸支出金 608 453 1,061

  1 繰出金 608 453 1,061

歳   出   合   計 668 453 1,121

60 0 60補 正 に 係 ら な い  款 ・ 項
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予 算 に 関 す る 説 明 書

（同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計）
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歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

（歳  入） （単位 千円）

− 7 −

款 補正前の額 補　正　額 計

  3 諸収入 510 453 963

補正に係らない 款 158 0 158

歳  入  合  計 668 453 1,121














